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令和６年度北の近江女性ＩＴ基礎スキル向上事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

子育て等を理由に離職後、就業を希望する女性は多いが、離職してからのブランクが長い

と、目まぐるしく進む企業内での IT 化に対応できないのではないかという不安を感じる人

が多く、再就労に向けて一歩踏み出すために、ITスキルの向上が必要である。 

また、県北部地域（長浜市、米原市、高島市）は人口減少や高齢化が著しい地域であり、

今後、あらたな働き手を確保するためにも、女性の活躍が求められている。 

そこで、県北部地域の女性が参加しやすい、IT基礎スキルを学ぶ場を提供することにより、

再就労支援を行い、女性の活躍を支援するとともに、県北部地域の労働力の確保につなげる。 

 

２ 業務概要   別紙仕様書のとおり 

 

３ 予定価格   １，３９７，９５２円（消費税および地方消費税を含む） 

 

４ 委託期間   契約締結日から令和７年３月２０日まで  

 

５ 参加資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であること。 

（２）滋賀県財務規則第１９５条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

（３）滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

（４）滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（昭和５７年滋賀県

告示第１４２号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次の

とおり登録されている者であること。 

（営業種目）大分類：役務 中分類：イベント、デザイン、諸サービスまたはその他の役

務の提供 

（地域ブロック）県内事業者 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所へ資格審査の申請

を行うこと。ただし、この場合には、この公募型プロポーザルの手続きに間に合わないこ

とがある。 

滋賀県会計管理局管理課  

〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目 1番 1号 TEL:０７７－５２８－４３１４ 

 （５）説明会に参加した者であること。 

 

６ 参加申込書の提出 

公募型プロポーザルに参加を希望する事業者は、あらかじめ、次のとおり公募型プロポー

ザル参加申込書（様式１）を提出すること。参加申込がない場合は、企画提案書等を受け付

けない。 

（１） 提出期限  令和６年４月２６日(金) １７時必着 

（２） 提出場所 

 滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課 〒520-8577 大津市京町四丁目 1番 1号 



 2

（３）提出方法 

  メールまたは FAX 

  ※送付後、送付した旨を電話にて連絡すること。 

 

７ 説明会 

（１）日時   令和６年５月９日（木）１３時３０分から 

（２）場所   Zoom によるオンライン開催 

（３）申込方法  

６の参加申込書提出者に、説明会前日までに Zoom 招待メールを送付いたします。 

（４）資料   実施要領、仕様書等を印刷してご準備ください。 

 ※本説明会への参加を本プロポーザルへの参加要件とする。 

 

８ 質問の受付と回答 

（１）質問方法 

別添の質問票（様式２）により、下記「１２」に示す提出先にメールまたはＦＡＸで提出

してください。併せて、送信後に電話で到達の確認をしてください。 

なお、審査の内容に関しない軽易な質問を除き、電話または口頭による質問は受け付ける

ことができません。 

（２）提出期限 

  令和６年５月１０日（金）１７時必着 

（３）回答方法 

質問期限までにいただいた質問をまとめて、令和６年５月１４日（火）を目途に参加申込

書提出者全員にＦＡＸまたはメールで回答します。 

 

９ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 「企画提案書」（別紙様式３） 

        企画提案書の提出は、１者につき１件とします。 

（２）提出部数 ５部（原本１部および写し４部） 

  ※企画提案書の正本には、事業者名、所在地住所、代表者の職・氏名を記載し、代表者印

を押印すること。副本４部には、審査の公正を期すため、会社名、住所、ロゴマークな

ど参加者を特定できる表示をしないこと。 

（３） 提出方法 持参または郵送（簡易書留郵便等の差出し、受領の記録が残る方法に限る。） 

  ※持参の場合の受付は、土曜日、日曜日、および祝日を除く９時から１７時までとする。 

（４）提出場所 滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課  

〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目 1番 1号 

（５）提出期限 令和６年５月１７日（金）１７時必着 

 

１０ 審査 

（１）審査方法 

  企画提案書について、滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課が設置する３名の委員による

審査会において、提出された企画提案書の内容をもとに書類審査により選考します。 

  審査は、次の評価項目および評価点に基づき行い、総合点が最も高かった者を当該業務の

契約予定者とします。 
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  なお、総合点の満点の６割に満たない者は、契約予定者としません。 

番号 評 価 項 目 評価点 

１ 業務の実施方針および方法は適切で効果的か。 １０ 

２ 県北部地域の女性等が参加するにあたり、事業実施場所は適切か。 １０ 

３ 

ＩＴ基礎スキル向上のための講座は、習得するスキル内容やその

レベル、実施形式や回数などが適切であるか。また受講者のＩＴス

キルの不足についての不安を解消し、再就労への興味につながる内

容となっているか。 

１５ 

４ 
就労支援（就労への個別相談やデジタルスキル支援等）の方法は 

適切で効果的か。 
１５ 

５  県北部地域における広報方法は効果的か。 １５ 

６ 
 県や市等との連携を踏まえ、全体のスケジュールは無理なく効果

的か。 
１０ 

７  類似事業の取組実績があるか。 １０ 

８ 

見積価格の評価 

予定価格に対する比率に応じた点数とする 

 予定価格の80％未満    ・・・評価点の満点 

 予定価格の80％以上85％未満・・・評価点の満点の80％の点 

 予定価格の85％以上90％未満・・・評価点の満点の60％の点 

 予定価格の90％以上95％未満・・・評価点の満点の40％の点 

 予定価格の95％以上     ・・・評価点の満点の10％の点 

 ※小数点以下は切り上げとする 

１０ 

９ 

 「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けているか 

 または次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主とし

て厚生労働大臣の認定を受けているか 

  １ 

１０ 
 高年齢者就業確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労

働基準監督署への届出をしているか 
  １ 

１１ 

障害者の雇用の促進等に関する取組のうち、次のいずれかに該当する

か 

・障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であって法定雇 

用率が達成されていること 

・障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者 

を雇用していること 

・「しが障害者施設応援企業」の認定を受けていること 

・障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主として厚

生労働大臣の認定を受けていること 

  １ 

１２ 

「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けているか 

または女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基

準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか 

 １ 
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１３ 

環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証・登録を受 
けているか 
・国際標準化機構が定めた企画ＩＳＯ14001 に適合している旨の認証 
・一般財団法人持続性推進機構（平成23 年９月30 日以前に登録・更新 

した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター）の実施
するエコアクション21 の認証・登録 

・特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構の実施するＫＥＳ・環境マネジメ
ントシステム・スタンダードの登録 

・一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証 

 １ 

 合計 １００ 

  

（２）審査会開催予定日 令和６年５月２２日（水） 

（３）審査結果 

  企画提案書を提出された全員に、審査結果を文書で通知します。 

（４）契約締結 

    上記（１）により選定した契約予定者と契約内容についての協議を行いますが、審査会で

の意見等に基づき、提案内容の一部変更をしていただく場合があります。万一、協議の不調

の場合は、次点となった者を契約予定者とします。 

 

１１ その他 

 （１）企画提案書に必要な事項が記載されていないときは、失格となる場合があります。 

 （２）企画提案に要する経費は、応募者の負担とします。 

 （３）提出書類は返却しません。 

  （４）企画提案書を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等はできません。 

 （５）使用する言語および通貨は日本語および日本国通貨とします。 

 

１２ 企画提案書の提出先・問い合わせ先 

   滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課 （担当：堀井） 

    〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１番１号 

    TEL： ０７７－５２８－３７７２ FAX： ０７７－５２８－４８０７ 

    E-mail：fg00@pref.shiga.lg.jp 

 

 


